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完全支配関係にある法人を除く。）である法人の有する金銭債権について、貸

倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもののその損失の見込額

として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額

については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時において当該

個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の金額を

基礎として以下の表に従って計算した金額に達するまでの額は、当該事業年度

の所得の金額の計算上、損金の額に算入される（法法52①、法令96①、法規25

の２及び３）。

事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務
者について生じた右に掲げる事由に基づいてその弁済
を猶予され、又は賦払により弁済される場合で、金銭
債権の額のうち当該事由が生じた日の属する事業年度
終了の日の翌日から５年を経過する日までに弁済され
ることとなっている金額以外の金額（担保権の実行そ
の他によりその取立て又は弁済の見込みがあると認め
られる部分の金額を除く）

①　更生計画認可の決定
②　再生計画認可の決定
③ 　特別清算に係る協定の
認可の決定

④ 　債権者集会の協議決定
で合理的な基準により債
務者の負債整理を定めて
いるもの

⑤ 　行政機関、金融機関そ
の他第三者のあっせんに
よる当事者間の協議によ
り締結された契約でその
内容が④に準ずるもの

内国法人が事業年度終了の時において有する金銭債権に係る債務者につき、債務超
過の状態が相当期間継続し、かつ、その営む事業に好転の見通しがないこと、もし
くは、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由により、
当該金銭債権の一部の金額につきその取立て等の見込みがないと認められる場合の
当該一部の金額に相当する金額

内国法人が事業年度終了の時において有する金銭債権
に係る債務者につき右に掲げる事由が生じている場合
で、金銭債権の額（当該金銭債権の額のうち、当該債
務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみ
られない部分の金額及び担保権の実行、金融機関又は
保証機関による保証債務の履行その他により取立て等
の見込みがあると認められる部分の金額を除く）の

①　更生手続開始の申立て
②　再生手続開始の申立て
③　破産手続開始の申立て
④　特別清算開始の申立て
⑤ 　手形交換所による取引
停止処分

⑥ 　電子記録債権法第２条

1-2 貸倒引当金

　貸倒引当金は資産の貸借対照表価額を適正に表すための評価性の引当金

であり、債権の取得価額から控除されるべき貸倒見積高に基づいて算定さ

れるものである。実務上は、売掛債権等に関する申告調整については多く

の企業で定着しているところであるが、金融商品に関する会計基準との関

連で、時価下落時のゴルフ会員権の処理等実務的に留意が必要な事項が散

見される。

１．会計上の取扱い

　会計上の貸倒引当金は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」

において整理されており、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を

一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に分類し（企会基10号27）、以下の

それぞれの方法で具体的な貸倒見積高を算定する。

債権の分類 貸倒見積高の算定方法

一般債権 貸倒実績率法（企会基10号28 ⑴）

貸倒懸念債権 財務内容評価法（企会基10号28 ⑵）

キャッシュ・フロー見積法（企会基10号28 ⑵）

破産更生債権等 財務内容評価法（企会基10号28 ⑶）

２．税務上の取扱い

　資本金の額又は出資金の額が１億円以下（同額が５億円以上である大法人と

1-2
ポイント
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ことが極めて困難と認められるものについて当該株式の発行会社の財政状態が著しく悪化した場
合には有価証券に準じて減損処理を行う。また、預託保証金の回収可能性に疑義が生じた場合に
は債権の評価勘定として貸倒引当金を設定する。

　Ｂ．税務上の仕訳

　　　仕訳なし
　＊ 法基通9-7-12　法人が資産に計上した入会金については償却を認めないものとするが、ゴルフク

ラブを脱退してもその返還を受けることができない場合における当該入会金に相当する金額及び
その会員たる地位を他に譲渡したことにより生じた当該入会金に係る譲渡損失に相当する金額に
ついては、その脱退をし、又は譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。

　（注） 　預託金制ゴルフクラブのゴルフ会員権については、退会の届出、預託金の一部切捨て、破産
手続開始の決定等の事実に基づき預託金返還請求権の全部又は一部が顕在化した場合において、
当該顕在化した部分については、金銭債権として貸倒損失及び貸倒引当金の対象とすることが
できることに留意する。

　Ｃ．申告調整の仕訳
（借） ゴルフ会員権 70,000 （貸） 貸倒引当金繰入額 70,000

〈別表四の記載例（抜粋）〉

区分
総額

処分
留保 社外流出

① ② ③

当期利益又は当期欠損の額 １
配当
その他

加算 貸倒引当金繰入額 70,000 70,000
減算

〈別表五（一）の記載例（抜粋）〉

Ⅰ　利益積立金額の計算に関する明細書

区分
期 首 現 在
利益積立金額

当期の増減 差引翌期首現在
利益積立金額減 増

① ② ③ ④
ゴルフ会員権 70,000 70,000

50/100に相当する金額 第２項に規定される電子債
権記録機関による取引停止
処分

　また、上記の内国法人が有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債

権で上記の個別評価した金銭債権以外の債権については、貸倒れによる損失

の見込額として、各事業年度において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入

れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度終了の時にお

いて有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これ

らに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として、当該事業年度終了

の時において有する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に貸倒実績率を乗じ

て計算した金額に達するまでの額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損

金の額に算入される（法法52②、法令96⑥）。

　当社（３月決算）は従来より預託金方式のゴルフ会員権（簿価100,000

千円）を保有していたが、20X3年３月末にゴルフ場運営会社から送付さ

れてきた決算書類の内容が大幅に悪化していたことから回収可能性に疑義

があると判断した。そのため、20X3年３月末に帳簿価額の70％に相当す

る70,000千円を貸倒引当金の設定対象とした。20X6年になって、会員権相

場が回復してきたことから当該会員権を40,000千円で第三者に売却した。

（注）優先的施設利用権及び税効果は考慮しない。

１．20X3年３月期の処理

　Ａ．会計上の仕訳
（借） 貸倒引当金繰入額 70,000 （貸） ゴルフ会員権 70,000
＊ 金融商品会計に関する実務指針（日本公認会計士協会　会計制度委員会報告第14号　最終改正令
和元年７月４日）
　 135．施設利用権を化体した株式及び預託保証金であるゴルフ会員権等は、取得価額をもって計
上する。それらに時価があるものについて著しい時価の下落が生じた場合、又は時価を把握する

設　例
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法人税申告調整の実務における重要ポイントを網羅！

実務上の留意点が、根拠
法令を含めて明快に把握
できる！

具体的な設例で会計・
税務・申告までの処理が
一目瞭然！
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